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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窯業系サイディング廃材を含む骨材を準備する工程と、
　前記骨材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とを混合して、混合物を生成する
工程と、
　前記混合物を成形する工程とを備え、
　前記生成する工程では、前記骨材：前記アルミノ珪酸塩：前記アルカリシリカ溶液＝（
３．０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．
２）：１．０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５
）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合し、
　前記アルカリシリカ溶液の質量割合の比を１．０としたときに、前記骨材と前記アルミ
ノ珪酸塩との質量割合の比の合計が１．５以上４．０以下であり、かつ前記アルミノ珪酸
塩の質量割合の比が０．４以上１．３以下で混合し、
　前記アルカリシリカ溶液の質量割合の比を１．０としたときに、前記骨材と前記アルミ
ノ珪酸塩との質量割合の比の合計が１．５以上４．０以下であり、かつ前記アルミノ珪酸
塩の質量割合の比が０．４以上１．３以下で混合し、
　前記アルカリシリカ溶液として、珪酸ナトリウム水溶液の１号珪酸ソーダを含み、
　前記混合物を生成する工程では、撥水剤をさらに混合し、前記混合物に対して０．４％
以上２．０％以下の質量割合の前記撥水剤を混合する、シリケートポリマー成形体の製造
方法。
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【請求項２】
　前記生成する工程では、前記骨材：前記アルミノ珪酸塩：前記アルカリシリカ溶液＝（
３．０～３．５）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８～２．６）：（１．２～０．
４）：１．０、（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１．０及び（０．３～０．５
）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合する、請求項１に記載
のシリケートポリマー成形体の製造方法。
【請求項３】
　前記準備する工程は、前記窯業系サイディング廃材を粉砕する工程を含む、請求項１ま
たは２に記載のシリケートポリマー成形体の製造方法。
【請求項４】
　前記準備する工程では、粒径の異なる前記窯業系サイディング廃材を含む前記骨材を準
備する、請求項１～３のいずれか１項に記載のシリケートポリマー成形体の製造方法。
【請求項５】
　前記生成する工程では、撥水剤をさらに混合する、請求項１～４のいずれか１項に記載
のシリケートポリマー成形体の製造方法。
【請求項６】
　窯業系サイディング廃材を含む骨材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とが、
前記骨材：前記アルミノ珪酸塩：前記アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．８）：（１．
０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）：１．０、（１．０～
２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：
１．０のいずれかの質量割合の比で混合され、前記アルカリシリカ溶液の質量割合の比を
１．０としたときに、前記骨材と前記アルミノ珪酸塩との質量割合の比の合計が１．５以
上４．０以下であり、かつ前記アルミノ珪酸塩の質量割合の比が０．４以上１．３以下で
混合され、混合物が成形されてなり、
　前記アルカリシリカ溶液として、珪酸ナトリウム水溶液の１号珪酸ソーダを含み、
　前記混合物は、混合物に対して０．４％以上２．０％以下の質量割合の撥水剤を含む、
シリケートポリマー成形体。
【請求項７】
　前記骨材：前記アルミノ珪酸塩：前記アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．５）：（１
．０～０．５）：１．０、（１．８～２．６）：（１．２～０．４）：１．０、（１．０
～１．７）：（１．３～０．７）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）
：１．０のいずれかの質量割合の比で混合されてなる、請求項６に記載のシリケートポリ
マー成形体。
【請求項８】
　前記骨材は、粒径の異なる前記窯業系サイディング廃材を含む、請求項６または７に記
載のシリケートポリマー成形体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリケートポリマー成形体の製造方法及びシリケートポリマー成形体に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　セメントを含む窯業系サイディング材は、外壁などに用いられる際に、カット時の切粉
、端材などの廃材が発生してしまう。このような廃材を利用する技術として、例えば、特
開２００６－１７６３６１号公報（特許文献１）、特開２００６－４４９９１号公報（特
許文献２）、特開平９－１９３１１７号公報（特許文献３）などが挙げられる。
【０００３】
　特許文献１には、廃材を粉砕した後、この粉砕物をＣａ（カルシウム）リッチ材とＳｉ
（珪素）リッチ材とに分離し、Ｃａリッチ材にＣａ化合物を添加すると共にこれを焼成す
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ることにより、リサイクルセメントを製造する方法が開示されている。
【０００４】
　特許文献２には、窯業系建材の廃材を主原料として製造したリサイクルセメントにシリ
カ系材料を添加することによって、再度窯業系建材を製造する方法が開示されている。
【０００５】
　特許文献３には、セメント板廃材を粒径３００μｍ以下に粉砕し、この粉砕物をマット
にフォーミングして１５０ｋｇ／ｃｍ２以上の高圧でプレスした上でオートクレーブ養生
を行うことによりセメント板を製造する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１７６３６１号公報
【特許文献２】特開２００６－４４９９１号公報
【特許文献３】特開平９－１９３１１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　窯業系サイディング材の廃材（窯業系サイディング廃材）は、産業廃棄物として処理さ
れるので、利用されることが望まれている。そこで、本発明者は、上記特許文献１～３の
用途の他に、環境負荷を低減するために、窯業系サイディング材の廃材を利用する技術を
鋭意研究した結果、本発明を完成させた。
【０００８】
　本発明は、環境負荷を低減するシリケートポリマー成形体の製造方法及びシリケートポ
リマー成形体を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者が、環境負荷を低減することを目的として、窯業系サイディング廃材を利用す
る手段を鋭意研究した結果、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とを含むポリマーに
、骨材として窯業系サイディング廃材を所定の混合比で混合することにより、シリケート
ポリマー成形体を実現できることを見出した。
【００１０】
　すなわち、本発明のシリケートポリマー成形体の製造方法は、窯業系サイディング廃材
を含む骨材を準備する工程と、骨材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とを混合
して、混合物を生成する工程と、混合物を成形する工程とを備えている。生成する工程で
は、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．８）：（１．０～０．
３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）：１．０、（１．０～２．２）
：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０の
いずれかの質量割合の比で混合する。
【００１１】
　本発明のシリケートポリマー成形体の製造方法において好ましくは、上記生成する工程
では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．５）：（１．０～０
．５）：１．０、（１．８～２．６）：（１．２～０．４）：１．０、（１．０～１．７
）：（１．３～０．７）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０
のいずれかの質量割合の比で混合する。
【００１２】
　本発明のシリケートポリマー成形体の製造方法において好ましくは、上記準備する工程
は、窯業系サイディング廃材を粉砕する工程を含む。
【００１３】
　本発明のシリケートポリマー成形体の製造方法において好ましくは、上記準備する工程
では、粒径の異なる窯業系サイディング廃材を含む骨材を準備する。
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【００１４】
　本発明のシリケートポリマー成形体の製造方法において好ましくは、生成する工程では
、撥水剤をさらに混合する。
【００１５】
　本発明のシリケートポリマー成形体は、窯業系サイディング廃材を含む骨材と、アルミ
ノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とが、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（
３．０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．
２）：１．０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５
）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合され、混合物が成形さ
れてなる。
【００１６】
　本発明のシリケートポリマー成形体において好ましくは、骨材：アルミノ珪酸塩：アル
カリシリカ溶液＝（３．０～３．５）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８～２．６
）：（１．２～０．４）：１．０、（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１．０及
び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合さ
れてなる。
【００１７】
　本発明のシリケートポリマー成形体において好ましくは、上記骨材は、粒径の異なる窯
業系サイディング廃材を含む。
【００１８】
　本発明のシリケートポリマー成形体において好ましくは、撥水剤がさらに混合され、混
合物が成形されてなる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のシリケートポリマー成形体の製造方法及びシリケートポリマー成形体によれば
、窯業系サイディング廃材の再資源化を可能とし、環境負荷を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明のシリケートポリマー成形体の製造方法を示すフローチャートである。
【図２】実施例において圧縮強度試験を説明するための図である。
【図３】実施例において曲げ強度試験を説明するための図である。
【図４】実施例におけるシリケートポリマー成形体の表面を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態におけるシリケートポリマー成形体を説明する。本実施の形
態におけるシリケートポリマー成形体は、窯業系サイディング廃材を含む骨材と、アルミ
ノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とが混合され、混合物が成形されてなる。
【００２２】
　骨材は、嵩を増す役割であり、窯業系サイディング廃材を含んでいれば特に限定されず
、他の材料を含んでいてもよく、窯業系サイディング廃材からなっていてもよい。他の材
料は、特に限定されないが、例えば、陶器、瓦、珪酸カルシウム製品、コンクリート製品
、木材、砂、砂利、粘土などを用いることができ、廃材であることが好ましい。
【００２３】
　骨材は、粒径の異なる材料を含んでいることが好ましい。骨材が窯業系サイディング廃
材からなる場合には、粒径の異なる窯業系サイディング廃材を含む。骨材が窯業系サイデ
ィング廃材と、他の材料とを含んでいる場合には、粒径の異なる窯業系サイディング廃材
を含んでいてもよく、窯業系材料の粒径と他の材料の粒径とが異なっていてもよい。また
、骨材は、３種類以上の異なる粒径の材料を含んでいることがより好ましい。
【００２４】
　ここで、「粒径が異なる」とは、意図的に異なる粒径を有するように形成されたもので
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あって、例えば、互いに骨材の最大粒径は、成形体の厚さの１／２以下であり、粒径１μ
ｍから上記最大粒径以下の範囲で差を有していればよい。また、粒径とは、最大の長さを
意味する。
【００２５】
　アルミノ珪酸塩及びアルカリシリカ溶液は、ポリマーの構成物質であり、結合材の役割
を果たす。
【００２６】
　アルミノ珪酸塩は、特に限定されないが、例えば、カオリナイト、ベントナイトなどを
用いることができ、陶土（カオリン）を半焼成したメタカオリンなど、反応性の高い半焼
成状態であることが好ましい。
【００２７】
　アルカリシリカ溶液は、特に限定されないが、珪酸アルカリ溶液であり、例えば、珪酸
ナトリウム、珪酸酸カリウム、珪酸リチウムなどを用いることができる。
【００２８】
　シリケートポリマー成形体は、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０
～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）：
１．０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：（
１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合で混合されてなり、骨材：アルミノ珪酸
塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．５）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８
～２．６）：（１．２～０．４）：１．０、（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：
１．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比
で混合されてなることが好ましい。骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．
０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）
：１．０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：
（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合されると、シリケートポリ
マー成形体を成形できる。骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．
５）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８～２．６）：（１．２～０．４）：１．０
、（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３
～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合されると、シリケートポリマー成形
体の強度を向上できる。骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．５
）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８～２．６）：（１．２～０．４）：１．０及
び（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合さ
れると、シリケートポリマー成形体の高い強度を維持しつつ、製造コストを低減できる。
【００２９】
　また、本実施の形態のシリケートポリマー成形体は、アルカリシリカ溶液の質量割合の
比を１．０としたときに、骨材とアルミノ珪酸塩との質量割合の比の合計が１．５以上４
．０以下であり、かつアルミノ珪酸塩の質量割合の比が０．２以上１．３以下である。本
実施の形態のシリケートポリマー成形体において好ましくは、アルカリシリカ溶液の質量
割合の比を１．０としたときに、骨材とアルミノ珪酸塩との質量割合の比の合計が１．５
以上４．０以下であり、かつアルミノ珪酸塩の質量割合の比が０．４以上１．３以下であ
る。
【００３０】
　このようなシリケートポリマー成形体は、Ｓｉ元素を含み、アルミノ珪酸塩とアルカリ
シリカ溶液とをアルカリ条件下で重合反応させて生成されるケイ素高分子体が成形された
成形体である。シリケートポリマー成形体は、Ａｌ（アルミニウム）元素と、Ｓｉ元素と
、Ｏ（酸素）元素とを含み、各元素が化学的に結合している。
【００３１】
　シリケートポリマー成形体は、２４．０Ｎ／ｍｍ２以上の圧縮強度を有することが好ま
しく、４２．０Ｎ／ｍｍ２以上の圧縮強度を有することがより好ましい。窯業系サイディ
ング廃材を骨材として用いた場合、５８．３Ｎ／ｍｍ２を上限とする圧縮強度を有する。
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【００３２】
　本実施の形態におけるシリケートポリマー成形体は、撥水剤がさらに混合され、混合物
が成形されてなってもよい。つまり、本実施の形態におけるシリケートポリマー成形体は
、骨材、アルミノ珪酸塩、アルカリシリカ溶液及び撥水剤が混合され、混合物が成形され
てもよい。撥水剤は、水をはじく性質を有している。撥水剤は、粉体であっても液体であ
ってもよい。
【００３３】
　撥水剤は、骨材、アルミノ珪酸塩及びアルカリシリカ溶液の合計の質量（混合物全体）
に対して、０．４％以上２．０％以下含有されていることが好ましい。撥水剤が０．４％
以上含有されると、表面に白色結晶が析出することを効果的に抑制できる。撥水剤が２．
０％以下含有されても、撥水剤によるシリケートポリマー成形体の強度は低下しない。
【００３４】
　続いて、図１を参照して、本実施の形態のシリケートポリマー成形体の製造方法につい
て説明する。
【００３５】
　図１に示すように、まず、窯業系サイディング廃材を含む骨材を準備する（ステップＳ
１）。準備する骨材は、窯業系サイディング廃材を含んでいれば特に限定されず、他の材
料を含んでいてもよく、窯業系サイディング廃材からなっていてもよい。他の材料は、特
に限定されないが、陶器、瓦、珪酸カルシウム製品、コンクリート製品、木材、砂、砂利
、粘土などを用いることができ、環境負荷低減の観点から廃材であることが好ましい。ま
た、他の材料として、一般的なコンクリートに使用される種々の骨材を選択してもよい。
【００３６】
　この工程（ステップＳ１）では、骨材を構成する材料を粉砕してもよい。骨材は窯業系
サイディング廃材を含んでいるので、少なくとも窯業系サイディング廃材を粉砕すること
が好ましい。なお、窯業系サイディング廃材が切粉である場合には、粉砕する工程を省略
してもよい。また、骨材が他の材料を含んでいる場合には、窯業系サイディング廃材及び
他の材料を粉砕することが好ましい。骨材を構成する材料の粒径が成形体の厚さの１／２
を超えている場合には、骨材を構成する材料を好ましくは成形体の厚さの１／２以下、よ
り好ましくは５ｍｍ以下の粒径になるまで粉砕することが好ましい。
【００３７】
　また、この工程（ステップＳ１）では、粒径の異なる窯業系サイディング廃材を含む骨
材を準備することが好ましい。具体的には、この工程（ステップＳ１）では、骨材を構成
する材料を異なる粒径に粉砕することが好ましい。骨材が窯業系サイディング廃材からな
る場合には、窯業系サイディング廃材を異なる粒径に粉砕する。骨材が窯業系サイディン
グ廃材と、他の材料とを含む場合には、窯業系サイディング廃材を異なる粒径に粉砕して
もよく、窯業系サイディング廃材の粒径と他の材料の粒径とが異なるように粉砕してもよ
い。
【００３８】
　次に、上記骨材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とを混合して、混合物を生
成する（ステップＳ２）。この工程（ステップＳ２）では、例えば、骨材とアルミノ珪酸
塩とを混合した後、アルカリシリカ溶液を加えて混合する。混合する方法は特に限定され
ないが、例えば、混練ミキサーを用いて混合する。
【００３９】
　この工程（ステップＳ２）では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．
０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）
：１．０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：
（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合し、骨材：アルミノ珪酸塩
：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．５）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８～
２．６）：（１．２～０．４）：１．０、（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１
．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で
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混合することが好ましい。
【００４０】
　また、この工程（ステップＳ２）では、アルカリシリカ溶液の質量割合の比を１．０と
したときに、骨材とアルミノ珪酸塩との質量割合の比の合計が１．５以上４．０以下であ
り、かつアルミノ珪酸塩の質量割合の比が０．２以上１．３以下であるように混合し、ア
ルカリシリカ溶液の質量割合の比を１．０としたときに、骨材とアルミノ珪酸塩との質量
割合の比の合計が１．５以上４．０以下であり、かつアルミノ珪酸塩の質量割合の比が０
．４以上１．３以下であるように混合することが好ましい。
【００４１】
　また、この工程（ステップＳ２)では、撥水剤をさらに混合して、混合物を生成するこ
とが好ましい。この場合、混合物（骨材とアルミノ珪酸塩とアルカリシリカ溶液との合計
）に対して０．４％以上２．０％以下の質量割合の撥水剤を混合することが好ましい。つ
まり、骨材、アルミノ珪酸塩及びアルカリシリカ溶液の合計の質量に対して、０．４％以
上２．０％以下の撥水剤を混合することが好ましい。
【００４２】
　次に、混合物を成形する（ステップＳ３）。この工程では、混合物を型枠に投入し、シ
リケートポリマー成形体を製造する。この工程では、例えば、以下のように成形する。
【００４３】
　具体的には、混合物を型枠に投入し、振動台を用いて加振する。これにより、混合物中
の塊が振動によりゲル状に軟化し、型枠の隅々まで混練物を充填することができる。そし
て、養生した後、脱型する。養生時間（脱型するための養生時間）は、例えば３０分以上
６時間以内である。樹脂製の型枠を用いる場合には、シリケートポリマーと樹脂とは離反
しやすいので、離型剤を用いずに、脱型できる。
【００４４】
　なお、混練時間が長いほど、成形時における混練物の固さは増すが、１週間養生した後
の強度には大きな差は見られない。そのため、成形性を考慮すれば、混練物が一体となっ
た時点で混練を終了することが望ましい。
【００４５】
　また、混合物を生成する工程（ステップＳ３）において、骨材：アルミノ珪酸塩：アル
カリシリカ溶液＝（３．０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８
）：（１．２～０．２）：１．０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及
び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合す
る場合には、アルミノ珪酸塩及びアルカリシリカ溶液の量を低減しているので、高圧プレ
スによる成形が可能である。高圧プレス成形の場合には、シリケートポリマー成形体を量
産する際に有利である。
【００４６】
　このように、本実施の形態では、シリケートポリマー成形体を高圧プレスによらず成形
することと、高圧プレスによって成形することとの両方が可能である。このため、任意の
方法によって、シリケートポリマー成形体を成形することができる。
【００４７】
　以上の工程（ステップＳ１～ステップＳ３）を実施することにより、シリケートポリマ
ー成形体を製造することができる。このように製造されたシリケートポリマー成形体は、
早強性があり、かつ高い強度を有している。
【００４８】
　以上説明したように、本実施の形態のシリケートポリマー成形体の製造方法は、窯業系
サイディング廃材を含む骨材を準備する工程（ステップＳ１）と、骨材と、アルミノ珪酸
塩と、アルカリシリカ溶液とを混合して、混合物を生成する工程（ステップＳ２）と、混
合物を成形する工程（ステップＳ３）とを備える。生成する工程（ステップＳ２）では、
骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．８）：（１．０～０．３）
：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）：１．０、（１．０～２．２）：（
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１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいず
れかの質量割合の比で混合する。
【００４９】
　また、本実施の形態のシリケートポリマー成形体は、窯業系サイディング廃材を含む骨
材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とが混合され、その混合物が成形されてな
る。シリケートポリマー成形体は、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．
０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）
：１．０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：
（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合されてなる。
【００５０】
　本実施の形態におけるシリケートポリマー成形体及びその製造方法によれば、窯業系サ
イディング廃材を、アルミノ珪酸塩とアルカリシリカ溶液とで形成されるポリマーの骨材
として利用できる。これにより、廃棄物として廃棄される窯業系サイディング廃材をシリ
ケートポリマー成形体として再利用できるので、環境負荷を低減することができる。
【００５１】
　本実施の形態のシリケートポリマー成形体の製造方法において好ましくは、生成する工
程（ステップＳ２）では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．
５）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８～２．６）：（１．２～０．４）：１．０
、（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３
～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合する。
【００５２】
　本実施の形態のシリケートポリマー成形体において好ましくは、骨材：アルミノ珪酸塩
：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．５）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８～
２．６）：（１．２～０．４）：１．０、（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１
．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で
混合されてなる。
【００５３】
　骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．５）：（１．０～０．５
）：１．０、（１．８～２．６）：（１．２～０．４）：１．０、（１．０～１．７）：
（１．３～０．７）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のい
ずれかの質量割合の比で混合されると、シリケートポリマー成形体の強度を向上できる。
【００５４】
　また、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液の比を上記範囲内にすることによっ
て、窯業系サイディング廃材を含む骨材を質量基準で３０％以上６５％以下含有し、かつ
強度を向上したシリケートポリマー成形体を実現することができる。このように、窯業系
サイディング廃材を混入する比率を非常に高くしても、強度の高いシリケートポリマー成
形体を実現できるので、窯業系サイディング廃材の利用率を高めることができる。
【００５５】
　また、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液の比が上記範囲内で混合されてなる
シリケートポリマー成形体は、非常に強度が高いので、例えば、床材、構造材、内装材、
外装材、舗装材、外構建材などに用いられる。また、凍結融解の繰り返しによる凍害への
耐性が非常に高いので、寒冷地域においても問題なく使用することができる。
【００５６】
　本実施の形態のシリケートポリマー成形体の製造方法において好ましくは、準備する工
程（ステップＳ１）は、窯業系サイディング廃材を粉砕する工程を含む。
【００５７】
　これにより、骨材としての効果を高める粒径に窯業系サイディング廃材を粉砕すること
ができる。また、シリケートポリマー成形体の成形性を高めることができる。
【００５８】
　本実施の形態のシリケートポリマー成形体の製造方法において好ましくは、準備する工
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程（ステップＳ１）では、粒径の異なる窯業系サイディング廃材を含む骨材を準備する。
【００５９】
　本実施の形態のシリケートポリマー成形体において好ましくは、骨材は、粒径の異なる
窯業系サイディングを含む。
【００６０】
　これにより、骨材と、アルカリシリカ溶液及びアルミノ珪酸塩とを容易に混合できる。
また、シリケートポリマー成形体の強度を向上できる。
【００６１】
　本実施の形態のシリケートポリマー成形体の製造方法において、準備する工程（ステッ
プＳ１）では、陶器、瓦、珪酸カルシウム製品、コンクリート製品、木材の廃材、砂、砂
利、及び粘土の少なくとも一種をさらに含む骨材を準備してもよい。
【００６２】
　本実施の形態のシリケートポリマー成形体において、陶器、瓦、珪酸カルシウム製品、
コンクリート製品、木材の廃材、砂、砂利、及び粘土の少なくとも一種をさらに含んでも
よい。
【００６３】
　このように、本実施の形態では、窯業系サイディング廃材と併せて、窯業系サイディン
グ廃材以外の廃材を、再利用することもできる。
【００６４】
　本実施の形態のシリケートポリマー成形体の製造方法において好ましくは、生成する工
程（ステップＳ２）では、撥水剤をさらに混合する。また、本実施の形態のシリケートポ
リマー成形体において好ましくは、撥水剤がさらに混合され、混合物が成形されてなる。
【００６５】
　アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液と、窯業系サイディング廃材を含む骨材とを混
合してなるシリケートポリマー成形体に、水が浸透した際には、骨材及びアルミノ珪酸塩
に含まれる硫酸イオン、及び／または、シリケートポリマーの設置箇所において接触する
土壌中の硫酸イオンと、アルカリシリカ溶液に含まれるナトリウムイオンなどのアルカリ
金属イオンとが水に溶出し、シリケートポリマー成形体の表面に吸い上げられた後、水分
が蒸発することによって、シリケートポリマー成形体の表面に硫酸ナトリウムなどの硫酸
塩の結晶、つまり白色結晶が残ることを本発明者は見出した。これは、シリケートポリマ
ー成形体は、表面には細孔が広く分布しているため、水分を吸収及び放散する性質を有し
ているためである。このような新規な課題に対して、本発明者は、骨材と、アルミノ珪酸
塩と、アルカリシリカ溶液と、撥水剤とを混合して、生成される混合物を成形することに
よって、表面に浮き出る白色結晶を効果的に抑制できることを見出した。したがって、撥
水剤がさらに混合されたシリケートポリマー成形体は、意匠性の低下を抑制することがで
きる。
【実施例】
【００６６】
　以下、実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００６７】
　＜実施例１＞
　（実験例１～３６）
　上述した本発明の実施の形態にしたがって、実験例１～３６のシリケートポリマー成形
体を製造した。
【００６８】
　具体的には、まず、窯業系サイディング廃材からなる骨材を準備した（ステップＳ１）
。実験例１～３６では、粒径の異なる窯業系サイディング廃材を、下記の表１に記載の質
量をそれぞれ準備した。骨材の粒径は１０μｍから５ｍｍであった。なお、骨材の粒径は
、レーザー回折法で測定して得られた数値であった。
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【００６９】
　次に、骨材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とを混合し、混合物を生成した
（ステップＳ２）。
【００７０】
　具体的には、まず、骨材と、アルミノ珪酸塩としてのメタカオリン（ＢＡＳＦ社製の商
品名「Ｓａｔｉｎｔｏｎｅ　ＳＰ－３３」）とを混練ミキサーに投入し、均一に混ざるま
で空練りした。実験例１～３６において、投入したメタカオリンの質量割合の比を下記の
表１に記載する。
【００７１】
　その後、骨材とメタカオリンとの混合物に、アルカリシリカ溶液としての珪酸ナトリウ
ム水溶液（富士化学株式会社製の商品名「１号珪酸ソーダ」）を加えて、混練した。実験
例１～３６において投入した珪酸ナトリウム水溶液の質量割合の比を下記の表１に記載す
る。
【００７２】
　骨材とメタカオリンと珪酸ナトリウム水溶液とを混合すると、メタカオリンと珪酸ナト
リウムとの重合反応がすぐに開始され、各物質が均一に分散し、一体となった時点で、混
練を完了とした。
【００７３】
　次に、混合物を成形した（ステップＳ３）。具体的には、得られた混練物（混合物）を
樹脂性の型枠に入れ、振動台上で加振した。これにより、硬化中の混合物が振動によりゲ
ル状に軟化し、型枠の隅々まで混練物を充填することができた。その後、気温２０℃、湿
度６０％の環境下で一週間養生し、脱型した。本実施例では、ポリマーと離反しやすい樹
脂製の型枠を用いたので、離型剤を用いることなく、脱型できた。以上の工程を実施する
ことにより、実験例１～３６のシリケートポリマー成形体を製造した。
【００７４】
　（評価方法）
　実験例１６～１８、２３～２６、３０～３６のシリケートポリマー成形体について、Ｊ
ＩＳ　Ａ　１１０８及びＪＩＳ　Ａ　１１３２に基づいて、圧縮強度試験を行った。具体
的には、図２に示すように、実験例１６～１８、２３～２６、３０～３６のシリケートポ
リマー成形体について、直径５０ｍｍで、高さが１００ｍｍの円柱状の試験体を作製し、
試験体を試験機に載置し、一様な速度（圧縮応力度の増加が毎秒０．６±０．４Ｎ／ｍｍ
２）で試験体に荷重を加え、試験体が破壊するまでに試験機が示す最大荷重を測定した。
この試験を３回実施し、その平均値を実験例１６～１８、２３～２６、３０～３６のシリ
ケートポリマー成形体の圧縮強度とした。この結果を下記の表１に記載する。
【００７５】
　また、実験例２４のシリケートポリマー成形体について、ＪＩＳ　Ａ　１１１６に基づ
いて、曲げ強度試験を行った。具体的には、図３に示すように、幅が４０ｍｍで、長さが
１６０ｍｍで、高さが４０ｍｍの直方体状の試験体を作製し、試験体を試験機に載置し、
中央（端から長さが８０ｍｍ）の位置に、試験機の上部載荷装置を接触させて、一様な速
度（ふち応力度の増加が毎秒０．０６±０．０４Ｎ／ｍｍ２）で荷重を加え、試験体が破
壊するまでに試験機が示す最大荷重を測定した。この試験を５回実施し、その平均値を実
験例２４のシリケートポリマー成形体の曲げ強度とした。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
　なお、表１において、質量割合（％）の比とは、シリケートポリマー成形体における骨
材、メタカオリン及び珪酸ナトリウム水溶液の質量割合（％）を、珪酸ナトリウム水溶液
を１．０とした時の骨材及びメタカオリンの比を意味する。例えば、実験例１６における
質量割合は、骨材６０％、メタカオリン２０％、珪酸ナトリウム２０％である。
【００７８】
　（評価結果）
　表１に示すように、窯業系サイディング廃材を含む骨材を準備する工程（ステップＳ１
）と、骨材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とを混合して、混合物を生成する
工程（ステップＳ２）と、混合物を成形する工程（ステップＳ３）とを備え、生成する工
程（ステップＳ２）では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．
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８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）：１．０
、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３
～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合した実験例１６～１８、２３～２６
、３０～３６では、シリケートポリマー成形体を製造することができた。具体的には、実
験例１６～１８の生成する工程（ステップＳ２）では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリ
シリカ溶液＝（３．０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、実験例２３～２６の生
成する工程（ステップＳ２）では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（１．
８～２．８）：（１．２～０．２）：１．０、実験例３０～３４の生成する工程（ステッ
プＳ２）では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（１．０～２．２）：（１
．３～０．２）：１．０、実験例３５及び３６の生成する工程（ステップＳ２）では、（
０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０の質量割合の比で混合したので、２．９
Ｎ/ｍｍ２以上の圧縮強度を有するシリケートポリマー成形体を製造することができた。
このことから、所定の比で混合することにより、廃材である窯業系サイディング廃材をシ
リケートポリマー成形体の製造に骨材として利用できることがわかった。
【００７９】
　なお、表１の圧縮強度において「×」とは、シリケートポリマー成形体として成形でき
たが、全量を一体化できなかったことを意味する。
【００８０】
　また、骨材：アルミノ珪酸塩（メタカオリン）：アルカリシリカ溶液（珪酸ナトリウム
）＝（３．０～３．５）：（１．０～０．５）：１．０、（１．８～２．６）：（１．２
～０．４）：１．０、（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１．０及び（０．３～
０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合で混合した実験例１６、１
７、２３～２５、３０～３２、３５及び３６のシリケートポリマー成形体は、２４．０Ｎ
／ｍｍ２以上の圧縮強度を有していた。具体的には、実験例１６及び１７の生成する工程
（ステップＳ２）では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．５
）：（１．０～０．５）：１．０、実験例２３～２５の生成する工程（ステップＳ２）で
は、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（１．８～２．６）：（１．２～０．
４）：１．０、実験例３０～３２の生成する工程（ステップＳ２）では、骨材：アルミノ
珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（１．０～１．７）：（１．３～０．７）：１．０、実験
例３５及び３６の生成する工程（ステップＳ２）では、（０．３～０．５）：（１．３～
１．０）：１．０の質量割合の比で混合したので、圧縮強度が２４．０Ｎ／ｍｍ２以上で
あった。ＪＩＳ　Ａ　５３７１に規定される、コンクリート製のインターロッキングブロ
ックに求められる圧縮強度性能は、歩道使用において１７Ｎ／ｍｍ２以上であるので、実
験例１６、１７、２３～２５、３０～３２、３５、３６のシリケートポリマー成形体の圧
縮強度は、非常に高い強度を有していることがわかった。
【００８１】
　また、本実施例において、窯業系サイディング廃材を含む骨材を準備する工程（ステッ
プＳ１）と、骨材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とを混合して、混合物を生
成する工程（ステップＳ２）と、混合物を成形する工程（ステップＳ３）とを備え、生成
する工程（ステップＳ２）では、アルカリシリカ溶液の質量割合の比を１．０としたとき
に、骨材とアルミノ珪酸塩との質量割合の比の合計が１．５以上４．０以下であり、かつ
アルミノ珪酸塩の質量割合の比が０．２以上１．３以下である混合した実験例１６～１８
、２３～２６、３０～３６のシリケートポリマー成形体は、一体化した成形体となり、２
．９Ｎ／ｍｍ２以上の圧縮強度を有していた。また、本実施例において、アルカリシリカ
溶液の質量割合の比を１．０としたときに、骨材とアルミノ珪酸塩との質量割合の比の合
計が１．５以上４．０以下であり、かつアルミノ珪酸塩の質量割合の比が０．４以上１．
３以下で混合した実験例１６、１７、２３～２５、３０～３２、３５及び３６のシリケー
トポリマー成形体は、２４．０Ｎ／ｍｍ２以上の圧縮強度を有していた。
【００８２】
　また、実験例２４について、ＪＩＳ　Ａ　１１１６に基づいて、曲げ強度試験を行った
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結果、実験例２４のシリケートポリマー成形体は、１１．２Ｎ／ｍｍ２の曲げ強度を有し
ていた。ＪＩＳ　Ａ　５３７１に規定されるコンクリート製のインターロッキングブロッ
クに求められる曲げ強度性能は、歩道使用において５Ｎ／ｍｍ２であるので、実験例２４
のシリケートポリマー成形体の曲げ強度は、非常に高い強度を有していることがわかった
。
【００８３】
　また、実験例２４のシリケートポリマー成形体の５体の試験体のそれぞれの曲げ強度の
バラツキ（最大値－最小値）は１．３Ｎ／ｍｍ２であり、バラツキが小さかった。このこ
とから、安定して高い強度を有するシリケートポリマー成形体を実現できることがわかっ
た。
【００８４】
　ここで、本実施例では、骨材として、窯業系サイディング廃材を用いた。本発明者は、
一部の窯業系サイディング廃材の代わりに、同じ粒径の珪酸カルシウム板廃材、陶器片、
瓦廃材、砂、砂利、及び粘土の少なくとも一種を用いても、同様の効果を有するという知
見を得ている。すなわち、骨材として、異なる粒径の窯業系サイディング廃材以外の材料
を含む場合にも、骨材：アルミノ珪酸塩（メタカオリン）：アルカリシリカ溶液（珪酸ナ
トリウム）＝（３．０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０、（１．８～２．８）：
（１．２～０．２）：１．０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（
０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で混合される
ことにより、シリケートポリマー成形体を成形できる。また、骨材が窯業系サイディング
廃材からなる場合であって、同じ粒径であっても、骨材：アルミノ珪酸塩（メタカオリン
）：アルカリシリカ溶液（珪酸ナトリウム）＝（３．０～３．８）：（１．０～０．３）
：１．０、（１．８～２．８）：（１．２～０．２）：１．０、（１．０～２．２）：（
１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．３～１．０）：１．０のいず
れかの質量割合の比で混合されることにより、シリケートポリマー成形体を成形できる。
【００８５】
　＜実施例２＞
　（実験例３７）
　実験例３７は、メタカオリン及び珪酸ナトリウム水溶液の質量割合の比を下記の表２に
記載のようにして、上述した実験例１～３６と同様にシリケートポリマー成形体を製造し
た。
【００８６】
　（実験例３８～４０）
　実験例３８～４０は、基本的には実験例３７と同様に製造したが、混合物を生成する工
程において、撥水剤をさらに混合した点において異なっていた。
【００８７】
　具体的には、骨材とメタカオリンとを混合する際に、撥水剤を併せて混合した。撥水剤
は、混合物に対して（骨材、メタカオリン及び珪酸ナトリウム水溶液の合計を１００％と
したときに）、０．５％の質量割合で混合した。実験例３８～４０の撥水剤はそれぞれ、
Ｅｖｏｎｉｋ社製の製品名「Ｓｉｔｒｅｎ　Ｐ　７５０（登録商標）」、三商株式会社製
の製品名「サンアクアウト」、三商株式会社製の製品名「サンエフロック」であった。
【００８８】
　（評価方法）
　実験例３７～４０のシリケートポリマー成形体の下半分を１ヶ月間水に浸漬し、水から
露出している上側の表面に、白色結晶が析出するかについて、試験を行った。その結果を
下記の表２及び図４に示す。表２において、白色結晶がやや発生したものを「△」、白色
結晶がほとんど発生しなかったものを「○」、白色結晶が発生しなかったものを「◎」と
した。
【００８９】
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【００９０】
　なお、表２において、質量割合（％）の比とは、シリケートポリマー成形体における骨
材、メタカオリン及び珪酸ナトリウム水溶液の質量割合（％）を、珪酸ナトリウム水溶液
を１．０とした時の骨材及びメタカオリンの比を意味する。例えば、実験例３８における
質量割合は、骨材６７％、メタカオリン１５％、珪酸ナトリウム１８％であり、骨材とメ
タカオリンと珪酸ナトリウムとの合計１００％に対して撥水剤が０．５％である。
【００９１】
　（評価結果）
　表２及び図４に示すように、窯業系サイディング廃材を含む骨材を準備する工程（ステ
ップＳ１）と、骨材と、アルミノ珪酸塩と、アルカリシリカ溶液とを混合して、混合物を
生成する工程（ステップＳ２）と、混合物を成形する工程（ステップＳ３）とを備え、生
成する工程（ステップＳ２）では、骨材：アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（３．
０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０とした実験例３７～４０は、シリケートポリ
マーの表面に白色結晶が発生することを抑制できた。特に、生成する工程（ステップＳ２
)で撥水剤をさらに混合した実験例３８～４０は、白色結晶がほとんど発生しなかったか
、全く発生しないシリケートポリマー成形体を製造でき、意匠性の低下を抑制できること
がわかった。
【００９２】
　ここで、本実施例では、生成する工程（ステップＳ２）において、骨材：アルミノ珪酸
塩：アルカリシリカ溶液＝（３．０～３．８）：（１．０～０．３）：１．０の質量割合
の比で混合された混合物を成形したシリケートポリマー成形体について調べたが、骨材：
アルミノ珪酸塩：アルカリシリカ溶液＝（１．８～２．８）：（１．２～０．２）：１．
０、（１．０～２．２）：（１．３～０．２）：１．０及び（０．３～０．５）：（１．
３～１．０）：１．０のいずれかの質量割合の比で、骨材とアルミノ珪酸塩とアルカリシ
リカ溶液と撥水剤とを混合する場合にも、表面に浮き出る白色結晶を抑制できるという知
見を本発明者は得ている。
【００９３】
　今回開示された実施の形態及び実施例はすべての点で例示であって制限的なものではな
いと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態及び実施例ではなくて特
許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更
が含まれることが意図される。
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